
「応募書類」を作るのが大変と思っている人はいませんか。
「応募書類」は、あなたに代わって応募先企業を訪ねる“あなた自身”です。
この機会にジョブ・カードを使って効果的な「応募書類」を一緒に作りましょう!

※雇用保険受給中の方は、求職活動実績になります。
（山梨県のハローワークをご利用の方が対象です）

お問合せ

山梨キャリア形成・リスキリング支援センター
〒400-0858 甲府市相生1-2-31 甲府ビジネススクエア 3F

055-236-6187
HP:https://carigaku.mhlw.go.jp/

● ジョブ・カードの活用法と応募書類の書き方
● キャリアの棚おろし、キャリアプランを描く
● キャリアコンサルティングについて

5月15日（木） 6月19日（木） 7月17日（木）
8月21日（木） 9月11日（木）
※各回とも13:30～14:30

●日 時:

●費 用: 無料

ハローワーク韮崎2階会議室●会 場:

セミナー内容

開催概要

お申し込み方法

お電話にて、事前にご予約ください。

055-236-6187

ジョブ・カード制度について
ジョブ・カードとは個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進することを目的として
ジョブ・カードを「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールとして、
キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用する制度です。

筆記用具（黒のボールペン必須）、受給資格者証（雇用保険受給中の方）●持ち物:

求職活動実績になる

ジョブ・カード作成支援セミナー

参加費

無料

厚生労働省 令和７年度キャリア形成・リスキリング推進事業
（本事業は厚生労働省より株式会社パソナが受託し、運営しています）

毎月1回 開催


